
平成 27 年 8 月 25 日 

 

経営改善コンサルティング業務に係る公募型プロポーザル 質問に対する回答(その５) 

No. 質問内容 回答 回答日 

１ 

【実施要領６（１）②基礎

資料】 

「質問に対する回答及び実

施要領の一部修正について

（8月 24日更新）」におい

て、追加提出資料として

「キャッシュ・フロー計算

書」が示されています。 

当社は上場企業ではなく、

外部向け資料としての「キ

ャッシュ・フロー計算書」

は作成しておりません。 

そこで、損益計算書と 2期

分の貸借対照表を提出する

ことでキャッシュ・フロー

計算書の代替としていただ

けますでしょうか？ 

これらの資料から、収益の

状況、現預金増減額、売掛

債権増減額、固定資産増減

額、負債増減額等をご覧い

ただけば、当社のキャッシ

ュ・フローの状況を判断い

ただけるものと考えます。 

・キャッシュ・フロー計算書に

ついては、法定書類として作

成していない場合は、提出は

不要です。 

 なお、任意で作成している

場合は、提出していただいて

もかまいません。 

（質問に対する回答 その４

の１に同じ） 

 

8 月 25 日 



２ 

企画提案書について、「審

査の公正を期すため、提案

者を特定できる表示を付し

てはならない」とあります

が、こちらプレゼン実施の

段階においても、提案者を

特定しないように実施す

る、ということでしょう

か？（A社の発表、という

ような形式ですか？） 

また企画提案書には、別途

提出するお見積り金額は記

載しなくて良い、という認

識で合っておりますでしょ

うか？ 

・企画提案書については、プレ

ゼンテーション時の実施段階

においても、提案者を特定し

ないよう、作成をお願いしま

す。 

 

・企画提案書には、見積金額の

記載は不要です。 

 

8 月 25 日 

３ 

本業務に関する病院側の体

制はどの程度を想定されて

おりますでしょうか？ 

・改革業務担当者の一定割

合の工数参画は想定しても

良いのでしょうか？（例え

ば病院内各部署・担当者へ

のヒアリング目的での打ち

合わせ日程調整など） 

・本業務において定期報

告・討議を行うことを想定

しておりますが、担当とな

る責任者の方はいらっしゃ

るという認識で宜しいでし

ょうか？（例えば月次定期

報告を想定） 

・改革業務において、貴院

担当者との協働アクション

を想定しても良いでしょう

か？（約束はしにくいかと

思いますが、例えば貴院ご

・本業務の実施にあたりまし

ては、病院職員やプロジェク

トチーム等との協働作業や担

当責任者は予定しております

が、具体的な実施内容や役割

分担等については、企画提案

の内容を踏まえ、当院と最優

秀提案者との間で協議して参

りたいと考えております。 

 

 8 月 25 日 



担当者との周辺医療機関周

りなど、を想定しておりま

す） 

・既に活動を開始している

PT（プロジェクトチーム、

中期経営計画等に記載）と

の関係性はどのように理解

すれば宜しいでしょうか？

（協働体制、という認識で

良いでしょうか？） 

４ 

改革業務に関連する病院内

データの収集についてはご

協力いただける、という認

識で宜しいでしょうか？

（データ管理ご担当者の工

数を確保頂ける認識で宜し

いでしょうか？） 

・業務の実施内容や役割分担

等についての協議を踏まえ、

必要なデータの収集、提供等

を行うことを想定しておりま

す。 8 月 25 日 

５ 

病院内にて作業を実施する

場合の作業場所は確保頂け

るのでしょうか？ 

作業内容が不明確ではありま

すが、業務遂行に必要な作業

場所については、確保するよ

う努めます。 

8 月 25 日 



６ 

「様式３：同種の実施業務

に関する実績表」の記入に

おいて秘密保持契約の観点

から、発注者を記載できな

い場合があるが、その際に

は伏せて表示することで良

いでしょうか？（例えば XX

県 A病院等） 

・（様式３）「同種の実施業務に

関する実績表」については、病

院名を伏せることは可能です

が、提案内容を裏付ける具体

的な記載がなければ、実績と

しての評価はできかねます。 

（質問に対する回答 その３ 

に同じ） 

8 月 25 日 

７ 

8月 24日に追加された提出

資料のうち、「キャッシュ

フロー計算書」についてで

すが、当社では作成してお

りません。この場合、どの

ように対応すればよろしい

でしょうか。ご教示くださ

い。 

・キャッシュ・フロー計算書に

ついては、法定書類として作

成していない場合は、提出は

不要です。 

 なお、任意で作成している

場合は、提出していただいて

もかまいません。 

（質問に対する回答 その４

の１に同じ） 

 

8 月 25 日 

 


